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令和６年 

2 月号 

１２月 2４日開催 

『さくらがわ楽習塾』とは・・・ 

桜川地区文化協会加盟団体が講師となり、日頃の練習や 

制作活動で得た知識や技術を生かし、地域の子どもたち 

の学びのきっかけ作りをする活動です。 

 

 

今回は、「伊藤華道教室・水飼華道教室」が講師となり、 

小学生１２人に華道教室を開催してくれました。 

まずは、先生が花の説明をしながら、お手本の花を生けるのを見学。 

          その後は、自分たちでバランスを見ながらお花 

を生ける体験をしました。同じ 

花材でも、それぞれ個性の出た 

作品に仕上がりました。 

イナシキッズ☆ベーゴマ教室 １月６日 

開催しました 

 

真剣なまなざし！ 

先生にバランスを見て 

もらいながら完成。 

６人の小学生が参加し、元地域おこし協力隊の 

瀬谷さんや地域のベーゴマの達人が先生となり 

開催しました。 

まずは、デコべー（ベーゴマのデコレーション）。 

ポスカで思い思いの色を塗り、トップコートや 

キラキラのマニキュアで自分だけのベーゴマづくり。 

その後は、ベーゴマの巻き方・投げ方を達人に習い、 

根気強く練習しました。 

最後は、達人たちとも勝負できるまでに！ 

世代を超えて楽しんで勝負していました。 

 



2 月 16 日（木）～3 月 15 日（水）の市役所等で行う申告相談 

については、インターネットもしくは電話での「事前予約制」にな 

ります。 

※予約方法など詳細は、市のホームページや広報１月号の折り込みチラシをご確認くだ 

さい。 

※確定申告に関する用紙等は、桜川公民館に置いてあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                      

                      

 

 

 

 

 

   

 裏面へ続く 

 申告相談は が必要です！ 
 

【桜川公民館での申告相談実施日】 

2月/16（金）、20（火）、21（水）、22（木）、28（水）、29（木） 

3月/ 1（金）、5（火）、6（水）、7（木）、8（金）、12（火）、 

13（水）、14（木）、15（金） 

～桜川女性教室～ １月１１日開催しました 

第２回は『冬の花の練り切り』づくりに挑戦！ 

まずは、かぼちゃ餡の大福作り。白玉粉を使って、自宅

でも簡単に出来る和菓子を習いました。レンジで大福の

皮（求肥）が簡単に作れることに驚き！ 

稲敷市申告予約センター ☎029-846-2330 

受付期間：2 月 1 日（木）～3 月 14 日（木） 

受付時間：午前 9 時～午後 4 時（土日祝日を除く） 

練り切り（上生菓子）は、先生の真似をしながら色を付

けたり、捏ねたり、丸めたり。菊の花、椿、金団（きん

とん）などを作りました。“きんとんぶるい”という、 

 

 

餡をそぼろ状に出す道具を使い『漉（こ）し出し』も体験。なかなか

できない体験に、参加者は楽しんで作っていました。 

 



 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と き  ２月25 日（日） 

13時から 15時 

ところ  桜川公民館 大会議室 

お友達や家族と公民館に来て遊びませんか？ 

トランプ・ウノ・ボードゲームなど貸し出します。 

幼児は保護者同伴、小学生は児童だけでOK★ 

一緒に遊んでくれる中学生・高校生も大歓迎♪ 

※事前の申し込みは不要です。 

和菓子教室 ～レンジで作る大福～ 

日時：３月６日（水） 

   1０：００～1２：００ 

対象：桜川地区在住の１８歳以上 

定員：８名（定員を超えた場合は抽選) 

講師：根本 礼子先生 

参加費：800 円 

申込み締切日：２月 11 日（日）  

 

 

 

問合せ：桜川公民館 ☎029-892-2000（内線 4102） 

手に入りやすい材料で、自宅で 

 
簡単に作れる和菓子を学びます。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 編集後記✎ 

 今年は 4年に一度のうるう年です。地球は、太陽の周りを 365日かけて回っています。 

でも、4年の間に 1日分だけズレが起こってしまうので、4年に一度 2月の日数を 1 日多 

くしてズレをなくしています。うるう年が誕生日の人はどうするの？なんて子どもの頃は思っていま

したが、前日や次の日にお誕生日を祝うことが多いそうです。うるう年でも、みんなと同じように 1

年に 1つずつ年を重ねています。 

 

 

 

「消費生活センター」とは、商品やサービスの契約トラブル等についての相談窓口です。 

例えば、「身に覚えのない高額な請求」「アダルトサイトのワンクリック請求」「アパート退去

時の高額請求」「リフォーム工事の訪問勧誘」「お試しのつもりが定期購入となっていた」などの

トラブルです。架空請求やニセ電話の詐欺等の被害にあわないために「おかしいな」「不安だな」

と思った時は、一人で対応しないことが原則です。 

稲敷市には、稲敷市役所内に「稲敷市消費生活センター」 

があります。お困りのことがあれば、ぜひご利用ください。 

     

                    

 

 

 

令和６年２月の納税 
○固定資産税    4期    ○介護保険料           ６期 

○国民健康保険税 8期    ○後期高齢者医療保険料 ８期 

詳しくは、子育て支援センター『あいアイ』にお問合せください。 

☎0297-87-7070 

 

架空請求やニセ電話詐欺等の被害にあわないために！ 

～消費生活センターを知ろう～ 

 稲敷市消費生活センター ☎029-893-1523  

（※月～金曜日 9:30～12:00・13:00～16:30） 

※土日祝日の相談は、消費者ホットライン（☎：188）にお電話ください。 

 


